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１ はじめに                                       

 

 人口減少や少子高齢化が加速する中、本村にとって観光振興は、地域経済の維持・発展や、交流

人口・関係人口の獲得による地域活動の維持と地方創生の切り札であり、住民一人ひとりの生きる

活力としあわせの実感につながるなど、その重要性は不可欠なものとなっています。 

 

 白馬村においては、「世界水準の持続可能な通年型マウンテンリゾートの構築」を目標像に掲げ、

観光地を経営するという視点を踏まえつつ、これまでの観光振興施策を推進してきました。 

 

 そのような状況下、令和２年に世界中で猛威を振るった新型コロナウイルス感染症の影響は、イ

ンバウンド需要の消滅にとどまらず、国内旅行需要も大きく減少するなど、観光産業を取り巻く状

況は未曾有の大打撃を受けました。 

 白馬村では、国・県の補助金を活用し、村内事業者や観光団体等への支援策を実施し、基幹産業

の事業継続や新たな観光サービス等の構築支援に取り組みました。 

 今後は、コロナ禍の観光振興予算の大部分を占めていた国・県の補助金や交付金の縮小・終了が

想定されること、コロナ禍を乗り越え持続可能な次の白馬に向かって観光需要を回復・促進するこ

と、そして、旅行者の増加に伴う受入環境整備への投資など、社会観・価値観の変化やニーズに対

応していくことが必要なことから、持続的かつ安定的な観光振興財源の確保が課題となっています。 

 

 このような中、令和５年 10 月、白馬村長から白馬村観光振興のための財源確保検討委員会（以

下、「財源検討委員会」という。）に、観光振興財源の検討が諮問され、前回の報告書（白馬村観光

振興のための財源確保のあり方に関する報告書）で示された候補財源を主な論点に、検討すること

とされました。 

 

 財源検討委員会では、これまでに４回の会議を開催し、候補財源の方向性や一部の候補財源の制

度設計について議論を進めてきました。本報告書は、これまでの検討の結果をとりまとめたもので

す。 

 

 

白馬村観光振興のための財源確保検討委員会 
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２ 検討の経過                                       

 

 平成 31 年 4 月の財源確保のあり方に関する報告書の答申を受けた後、コロナ禍による社会経済

情勢の急変等により、その後の財源のあり方については、一旦検討を見送っていました。今年度、

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けも緩和され、アフターコロナの「持続可能な通

年型マウンテンリゾート」を進展させるため、改めて地域の代表者等による財源確保に向けた議論

を再スタートしました。 

 

 

◆令和５年度 財源検討委員会の経過 

 

［第１回財源検討委員会］ 

 日 時：令和５年10月19日（木）14:00-15:30 

 場 所：白馬村役場201・202会議室 

 内 容：(1)財源検討の再スタートの論点整理と課題の共有 

     (2)検討スケジュール 

 

［第２回財源検討委員会］ 

 日 時：令和６年１月12日（金）10:00-12:10 

 場 所：白馬村役場201・202会議室 

 内 容：(1)候補財源の検討 

      ①地方自治体における観光財源の種類と事例に基づく比較検討 

 

［第３回財源検討委員会］ 

 日 時：令和６年２月７日（水）13:30-15:35 

 場 所：白馬村役場庁議室 

 内 容：(1)候補財源とされている宿泊税に関する検討 

     (2)徴収条例と使途条例 

     (3)その他の候補財源に関する検討 

 

［第４回財源検討委員会］ 

 日 時：令和６年３月13日（水）10:00-12:00 

 場 所：白馬村役場庁議室 

 内 容：(1)候補財源とされている宿泊税の制度設計 

     (2)候補財源とされているリフト利用者課税、村県民税（家屋敷課税の引上げ）、別荘等

所有税、登山協力金及びふるさと納税寄附の方向性 
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３ 観光振興の候補財源に関する考え方                                 

 

（１）財源検討委員会再スタートにおける村の考え方 

 

・検討再開にあたっては、以前の検討時に事業者から提出された要望書、決意書に向き合い、その

検討結果については、宿泊事業者等との意見交換を通じて理解を得ることが必要。 

 

【検討スタンス】 

①前回の「観光振興のための財源確保のあり方に関する報告書」を最大限尊重する。 

②庁内の検討は、関係三課（総務課、税務課、観光課）がそれぞれ役割を分担しつつ、連携・調整

する。 

③観光財源の導入目標時期は、現時点では令和８年度（2026年度）に設定するものの、関係者への

説明、意見交換を丁寧に進めたい。 

④説明等に時間を要した場合は、県（観光振興)税が先行する状況も想定。 

 

 

（２）財源検討委員会で議論する主な候補財源の整理 

 

 
 

（３）観光振興財源の必要性の議論 

 

・地方自治体及び白馬村の観光を取り巻く状況や課題、今後の方向性を踏まえると、ハード事業、

ソフト事業両面から様々な観光振興策に取り組んでいく必要があること。 

・一方で、高齢化による社会保障費の増加、子育て・教育に関する施設の維持費、環境整備費の増

加及び水道、除雪、災害への対策強化など住民福祉サービスを維持するための経費の硬直化が懸

念される村財政において、既存財源の中から安定的かつ継続的な財源を確保することは困難な状

況といえること。 

・自治体の標準的な財政需要は、人口を基本に設定されていることから、人口が増加するときは自

治体収入も増える傾向にあるが、人口が減り始めると連動して自治体収入も縮小することとなり、

仮に村税収入が増加しても地方交付税は減少することとなるため、自主財源の増加が見込めない

ことから、新たな観光財源確保策を検討することが肝要と考えられること。 
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（４）白馬村における自主財源の確保策の検討 

ア 地方自治体における自主財源の種別 

 白馬村における候補財源を踏まえつつ、自主財源のうち受益者負担を求めることが可能な制度に

ついて、安定性及び継続性（一定の金額を継続的に徴収可能か）、応益性（受益と負担の関係性の強

弱）、強制性（徴収の強制力、法定期拘束力の強弱）、収入規模（確保できる需要額の大小）の各観

点から比較検討を実施しました。 
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イ 他自治体等における財源確保策の事例 

 財源確保の取組として、法定外税、入山等に係る協力金、その他寄附金などの先行事例を整理し

ました。 
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ウ 本村として考えられる観光振興財源の確保策（意見のまとめ） 

・数ある候補財源の中で、自主財源を求めるのであれば、宿泊税が一番有力な手法になってくるこ

とは間違いない。 

・一方で日帰り客もいるので、統計データを取り、その中でも環境負荷が大きい客層等に対してど

ういう手立てをしていくか。例えばリフト税、駐車場収入等により財源を確保する。あるいは、協

力金制度を使い財源ミックスという形で掘り起こしていくか。 

・分担金による観光振興財源の確保については、受益者負担（受益者の範囲が限定される）を原則

とすることから、間接的に恩恵を受ける者に対しての強制力がない（あくまで任意の協力金の範

疇でしかない）ことを踏まえると、自治体が実施する方策としては課題がある。（他県の判例も踏

まえ） 

・候補財源のリフト税については、この地域は村単位ではなくハクババレーとして動き始めて既に

7～8年経過しており、調整が必要になってくる。 
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（５）長野県の観光振興財源を踏まえた対応 

 

 長野県観光振興審議会及び観光振興財源検討部会で検討されている、県の新たな観光振興財源に

ついて、県として有力な財源として制度設計が進められている、宿泊者を納税義務者（担税者）と

する「いわゆる宿泊税」の検討内容と進捗状況を踏まえ、白馬村でも候補財源の一つとされている

宿泊税を、県の動きに合わせて対応を判断する必要があるため、その他の候補財源と切り分けて検

討することとしました。 
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（６）候補財源とされる宿泊税と関係条例の検討 

 

 仮に宿泊税を徴収することとなった場合、特別徴収義務者となる宿泊事業者の理解と協力が必要

であり、単に宿泊者から税を徴収するという役割だけではなく、その徴収した税が効果的に活用さ

れていくことの納得感と合意形成を図る視点も重要となってきます。 

 こうしたことから、徴収した税を観光振興財源として、どのように運用していくかの仕組みづく

りについて検討しました。 

 

 

 

 

（考え方） 

・宿泊税を白馬村の持続的な成長につなげるため、戦略性の高い分野に税収が使われるよう、しっ

かりと法的な整理を行うことが必要である。 

・そのための一つの手段として、宿泊税を徴収する徴収条例と、その税の使途設計を定めた使途条

例（（仮称）観光振興条例）を制定することで、宿泊事業者からの使途に対する疑義が出にくく又

合意形成も得やすいのではないか。 

・【使途条例の項目(素案)】 

 ○税収は基金に積み立てること 

 ○中長期的な時間軸を持った観光振興マスタープランを作成し、使途はその範囲とすること 

 ○マスタープランは、税収見込みを踏まえ、上振れ/下振れも想定した実施計画として策定する 

 ○次年度事業はマスタープランの枠内で選定することとするが、個別実施事業（施策）の効果は

毎年度検証する 

 ○マスタープランの策定及び管理は、専門の会議体（観光地経営会議を想定）で行う 

  ※見直し評価は、別の会議体が行う  
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（７）入湯税について 

 

 入湯税は、入湯施設の利用と市町村の行政サービスとの関連に着目し、鉱泉浴場所在の市町村が

課する目的税です。また、その使途は、環境衛生施設の整備、鉱泉源の保護管理施設の整備、消防

施設その他消防活動に必要な施設の整備、観光の振興（観光施設の整備を含む）に要する費用に充

てることとされています。 

 本村の令和４年度の入湯税決算額（宿泊入湯客1泊150円、日帰り入湯客1日50円）は、43,423

千円となっており、その使途については、環境衛生施設、消防施設及び観光施設の整備費、観光振

興費に充当しています。 

 

 仮に宿泊税を徴収することとなった場合でも、有料で温泉に入浴させた場合は、制度的に入湯税

を徴収することとされているため、ゼロにすることはできませんが、税率（標準税額：一人一日150

円）自体は市町村で決定することができることとされているため、その判断は市町村判断となりま

す。 

 このような現状認識を共有しつつ、宿泊税を徴収する場合は入湯税のあり方についても、検討を

進めていくこととしました。 
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４ 候補財源とされている「宿泊税」等の制度設計                            

 

ア 候補財源とされている宿泊税 

 長野県が先行して検討を進めているいわゆる宿泊税について、財源検討委員会としての制度設計

について、以下のとおり検討しました。 

 

徴収条例の項目 制度設計イメージ 備 考 

1.納税義務者(担税者) 
・旅館業法に規定するホテル、旅館、簡易宿所及び住宅

宿泊事業法に規定する民泊施設の宿泊者 
・県と同じ 

2.徴収方法 ・特別徴収 ・県と同じ 

3.特別徴収義務者 ・宿泊事業者等 ・県と同じ 

4.税率（※県税との配分） 

①定額制又は定率制（※何れかは基本的に長野県に準じ

る） 

②県税との配分割合は、【県税25：村税75】の割合とし、

長野県との調整事項とする 

 

5.免税点 ・県に準じる  

6.課税免除 
・学校教育法による学習旅行の範囲 

・村独自の政策的受入旅行の取扱いは再検討 
 

7.課税期間(見直し期間) 
・５年ごと（ただし、社会情勢や環境変化等緊急的に対

処すべき場合は、見直し期間の前倒しができる設計） 
 

8.徴収事務交付金 

 

＊宿泊税の賦課徴収の円滑な

運営や管理等の観点から、特

別徴収義務者が担う徴収事務

に対して、納税額に応じた報

奨金を支払う仕組みを想定す

るもの。 

・小規模(零細)事業者への優遇の観点から検討を継続 

（導入初期は交付金を手厚くすべきか、上限額を設定す

るかなど） 
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イ 候補財源とされているリフト利用者課税、村県民税（家屋敷課税の引上げ）、別荘等所有税、 

登山協力金及びふるさと納税寄附 

 

財源の区分 委員意見・方向性等 

1.リフト利用者課税 

・ハクババレーとの関係、調整が必須（白馬村としてのみ課税が可能かどう

か） 

・富士河口湖町に遊漁税として同様の先例はあるものの、釣りブームが去っ

た後、安定財源になっていない事例 

・エリアとしてのマイナスイメージにつながる可能性が大きい 

・リフトは税以外の検討でいいのでは 

2.村県民税 

（家屋敷課税の引上げ） 

・近年、納税義務者は増加傾向にあるが、非課税対象者の状況で課税対象者

が一定せず、税収の安定性に欠ける 

・仮に千円を上乗せした場合、R5 年度ベースで 110 万円程度の増収にしか

ならない 

3.別荘等所有税 

・事例は熱海市のみ 

・家屋敷課税を課税しているため、納税者の理解が重要かつ課題となる（二

重課税とならないことへの理解） 

・家屋敷課税の非課税扱いとの整合性が必要 

・税率設定の根拠（面積当たりの単価設定根拠）基準が必要 

・コンドミニアムの区分所有への課税も検討すべきか 

・個人所有以外の法人施設に担税者が拡大する利点はある 

4.登山協力金 ・対象者の補足やゲート設備が存在しないなど技術的問題がある 

5.ふるさと納税寄附 

・徴収に強制力はないが、財源の一定の上積み要素にはなり得る 

・自治体の返礼品競争や災害寄附等の増加といった増減リスクがある（あく

まで任意の寄附によるもの） 

6.その他 

①駐車行為への課税 

・福岡県太宰府市で先行事例あり（有料駐車場利用に対して課税） 

・課税に伴う路上駐車や商業施設への駐車対応が必要となる 

②観光事業税 

・日本には先例なし 

・とりわけ索道事業者は、多様な負担金を毎年徴収されている中で、観光事

業者が負担する観光振興財源として、フェアな徴収制度の仕組みは検討す

べきでは… 
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５ おわりに                                       

 

 本財源検討委員会では、令和５年度において、これまでの報告書で有力な候補財源とされていた

いわゆる宿泊税をはじめとした個別の候補財源について、現況の本村を取り巻く情勢を踏まえつつ

検討しました。 

 

 とりわけ、いわゆる宿泊税については、長野県が先行して検討を進めており、本村としての判断

を先延ばすことができない状況と捉え、今後想定されるであろう県との調整事項を踏まえつつ論点

整理を行いました。 

 

 また、あわせて、いわゆる宿泊税を徴収するにあたっては、特別徴収義務者となる宿泊事業者へ

の理解と懸念の払しょく及び負担軽減策を含め、合意形成が図れるための徴収のあり方、使途のあ

り方をパッケージにするといった、新たな運用の仕組みについての検討を行いました。 

 

 令和６年度以降に積み残しとなった重要な検討事項は多々あるものの、共有できた課題事項を今

後の検討スケジュールのとおり着実に進めていくことが重要と考えます。 

 

 

 

 

 

白馬村観光振興のための財源確保検討委員会 

（資料作成・事務局 白馬村総務課） 
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◆令和５年度 白馬村観光振興のための財源確保検討委員会 委員名簿 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


